-------------------------
規則
-------------------------
高知県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成27年12月28日
高知県知事　尾﨑　正直
高知県規則第91号
高知県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律施行細則の一部を改正する規則
高知県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則（平成18年高知県規則第111号）の一部を次のように改正する。
別記第８号様式を次のように改める。


別記第12号様式及び別記第13号様式を次のように改める。


附　則
（施行期日）
１　この規則は、平成28年１月１日から施行する。
（経過措置）
２　この規則による改正前の高知県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則別記様式は、この規則による改正後の高知県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定にかかわらず、残品の限度で使用することができる。
































規　則
◎高知県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則

